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５. 都市福利施設を整備する事業に関する事項 
 

[１] 都市福利施設の整備の必要性 

(1) 現状分析 

  本市の中心市街地には、中央銀行、法務局など様々な国の出先機関や国の合同庁舎を始め、

香川県庁や市役所などの主要な官公庁施設が立地しており、四国の行政機能の中心として役割

を担っています。 

  教育施設は、中心市街地に近接して小・中学校、高等学校が立地しているほか、専門学校が

数多くあり、学びの場を提供しています。 

文化施設は、県文化会館、県立ミュージアム、市立美術館など文化施設や生涯学習センター

まなびＣＡＮなど文化・芸術のほか生涯を通して学習を楽しみ、学べる施設が充実しています。 

  医療施設は、中心市街地内に多くの民間の病院、診療所がサービスを提供するほか、中心市

街地の西側に接する高松赤十字病院や、中心市街地の東側約 500ｍに移転整備された県立中央

病院も中心市街地の医療機関と一体となって高度な地域医療を提供しています。 

  社会福祉施設は、県社会福祉総合センターなどの福祉の拠点機能を有するほか、介護付きの

マンションなどが数多く供給されるなど中心市街地の福祉機能が向上しています。また、中心

市街地には数多くの保育所など子育て支援施設が充実しており、高松丸亀町商店街には讃岐お

もちゃ美術館が令和４年度にオープンするなど、子育てにもやさしい環境が形成されています。 

 

(2) 都市福利施設の整備の必要性 

  中心市街地は、教育文化・医療・社会福祉など多様な都市サービスを提供する役割を担って

います。 

  地域住民に対しては、安心で快適な街なか居住の環境を提供することができるように、学校

を始め、教育文化施設や身近な医療、高齢者でも住み続けられる福祉サービスなど都市福利の

充実が必要です。 

  また、地域住民以外に対しても、中心市街地に都市としての魅力あるサービス・場の提供、

それを通じて、集い、楽しみ、交流するなどの付加価値の創出が求められていることから、引

き続き、都市福利施設の量・質ともに充実していくことが必要です。 

 

(3) フォローアップの考え方 

  フォローアップについては、課題解決に向けた定期的な協議・情報共有を図るとともに、毎

年度末に事業の進捗管理を行い、必要な事業の改善措置を講じることとします。 
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[２] 具体的事業の内容 

(1) 法に定める特別の措置に関連する事業 

該当なし 

 

(2) ①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

該当なし 

 

(2) ②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

該当なし 

 

(3) 中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

８.【事業名】地域子育て支援拠点事業  

【事業実施時期】 平成 17 年度～ 

【実施主体】 高松市 

【事業内容】 子育て親子が気軽に集い、語り合い、相互交流を図る場を開設し、子育

ての不安や疑問に対する相談・援助や身近な地域の子育て支援情報を提

供します。子育て及び子育て支援に関する講習を実施します。 

活性化を実現するための位置付け及び必要性 

 

【目標】 みんなが巡ってみたくなる中心市街地 

みんなが住みたくなる中心市街地 

【目標指標】 歩行者等通行量（全日） 

中心市街地の社会動態 

【活性化に資する理由】 中心市街地において、地域全体で子育てを支援する基盤の形成を図るた

め、地域子育て支援拠点として、子ども連れの家族が安心して、まちな

かに訪れる環境を整えることにより、来街者の回遊促進につながるほ

か、子育て世帯のコミュニティ形成の場や相談等の機会を設けることに

より、施設の来場者数の向上が見込めます。 

【支援措置名】 重層的支援体制整備事業交付金 

【支援措置実施時期】 令和４年度～ 【支援主体】 厚生労働省 

【その他特記事項】 - 

 

 

(4) 国の支援がないその他の事業 

該当なし 

 


